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令和元年１２月１８日判決言渡 

令和元年（ネ）第１００５３号 損害賠償等請求控訴事件（原審 大阪地方裁判所

平成２９年（ワ）第３９７３号） 

口頭弁論終結日 令和元年１１月２７日 

  判    決 

     

       控 訴 人   株式会社アイエスティー 

        

       同訴訟代理人弁護士   安 元 隆 治 

                   服 部 倫 子 

                   阪 本 志 雄 

     

          被 控 訴 人   ハ リ マ 化 成 株 式 会 社 

        

       同訴訟代理人弁護士   永 野 周 志 

                   播 摩 洋 平 

                   杉 原 悠 介 

  主    文 

      １ 本件控訴を棄却する。 

      ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

           事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２（主位的請求） 

被控訴人は，控訴人に対し，４５００万円及びこれに対する平成２８年６月２１

日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 
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  （予備的請求） 

被控訴人は，控訴人に対し，４５００万円及びこれに対する平成２８年６月２０

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。） 

 １ 本件は，控訴人が，特許権の専用実施権等に係る設定契約（本件契約）の相手

方である被控訴人に対し，①主位的に，同契約において一時金として約定された実

施料の請求権に基づき，４５００万円及びこれに対する平成２８年６月２１日（約

定の契約成立から６０日が経過した後）から支払済みまで商事法定利率年６分の割

合による遅延損害金の支払を求め，②予備的に，被控訴人は本件契約の効力の発生

に係る停止条件を成就させる意思がないのに，本件契約を締結して，控訴人の有す

るノウハウ等を詐取した旨主張して，不法行為による損害賠償請求権に基づき，４

５００万円及びこれに対する同月２０日（不法行為の後）から支払済みまで民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

 原審は，①本件契約は，共同研究契約等の締結を停止条件とする条件付契約であ

るところ，共同研究契約等は締結されておらず，そのことは被控訴人が故意に条件

の成就を妨げたことによるものでないから，契約の効力は発生していないと判断し

て，控訴人の主位的請求を棄却し，②また，控訴人の主張する不法行為の成立が認

められないとして予備的請求も棄却したことから，控訴人が本件控訴を提起した。 

２ 前提事実は，原判決の「事実及び理由」の第２の１に記載されたとおりであ

るから，これを引用する。 

３ 争点 

⑴ 主位的請求について 

ア 本件契約第２５条の「条件」の法的効力及び条件成就の有無（当審において

追加された争点） 

イ 被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げたか（争点１） 

ウ 本件契約第２１条第２項による契約の中途解約の成否（争点２） 
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エ 本件契約第２２条第１項による契約の解除の成否（争点３） 

⑵ 予備的請求について 

ア 被控訴人の詐欺による不法行為の成否（争点４） 

イ 被控訴人の不法行為による控訴人の損害の額（争点５） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 原判決の引用 

争点に関する当事者の主張は，後記２のとおり当事者の当審における追加主張を

付加し，後記３のとおり当事者の当審における補充主張を付加するほかは，原判決

の「事実及び理由」の第３に記載されたとおりであるから，これを引用する。 

２ 当事者の当審における追加主張（本件契約第２５条の「条件」の法的効力及

び条件成就の有無について） 

〔控訴人の主張〕 

本件契約においては，その第２５条で，「本契約は，第１２条（共同研究）及び第

１３条（製造・販売）に定める共同研究契約，及び製造委託契約の締結を条件とす

る。」と約定されているところ，ここでいう「条件」は，法的効果を伴うものではな

いか，解除条件を定めたものとみるべきである。 

仮に本件契約第２５条にいう「条件」が停止条件を定めたものであるとしても，

本件においては，その条件が成就しているというべきである。 

〔被控訴人の反論〕 

⑴ 本件訴訟においては，原審で，裁判所から当事者双方に「主張の骨子レベル

の整理案」を示して，当事者双方の主張に係る裁判所の暫定的な理解について確認

する機会が設けられた。 

控訴人は，その整理を踏まえて，請求原因として，本件契約第２５条所定の「条

件」は停止条件であるところ，本件共同研究契約等が締結されなかったのは被控訴

人が本件一時金の支払を免れるために恣意的に本件共同研究契約等を締結しなかっ

たものであるから，停止条件である本件契約第２５条所定の「条件」は成就したも
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のとして本件共同研究契約等は締結されたものとみなされるべきであると主張した。 

そして，原判決も，これに沿って，本件の争点が，民法１３０条所定の効果の有

無，すなわち，被控訴人において故意に停止条件の成就を妨げたか否かであると整

理し，判断をしている。 

⑵ 上記⑴の審理経過を踏まえれば，控訴人が前記の各主張をすることは，自白

の撤回に当たり，許されず，民訴法２条所定の信義誠実義務にも反する。 

⑶ 本件契約第２５条が本件契約に停止条件を付すものであることは，同条の見

出しとその文言から一義的に明らかであるし，被控訴人も，控訴人に対し，本件契

約に係る法律関係についての紛争が生じた時点において既に当該「条件」が停止条

件であるとの認識を明示した対応をしていた。 

３ 当事者の当審における補充主張（被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げた

か（争点１）について） 

〔控訴人の主張〕 

被控訴人は，故意にその条件の成就を妨げたから，民法１３０条により，条件が

成就したものとみなされる。 

控訴人は，被控訴人に対し，情報開示を行っていなかったわけではなく，ヒアリ

ングの要請に対応することができなかったことにも，質問の量が膨大で，設定され

た回答期間が短かったことなど正当な理由がある。 

むしろ，この間の被控訴人の対応は，それ自体として，共同研究等に関する条件

の成就を妨害したものといわざるを得ないものである。 

〔被控訴人の反論〕 

被控訴人は，本件共同研究契約の締結に向けて様々な作業を行っており，被控訴

人が本件共同研究契約の締結を避けようとした事実はないことからすれば，被控訴

人が故意にその条件の成就を妨げたものとはいえない。 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所も，控訴人の本件各請求はいずれも理由がないものと判断する。 
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 その理由は，次のとおりである。 

１ 本件契約第２５条の「条件」の法的効力及び条件成就の有無について 

 ⑴ 控訴人は，当審において，本件契約第２５条にいう「条件」が法的効果を伴う

ものであることを争い，仮に，法的効果を伴うとしても，解除条件を定めたものと

みるべきであると主張して，それが契約の効力の発生に係る停止条件であることを

争い，さらに，停止条件を定めたものであるとしても，本件においては，その条件が

成就していると主張する。 

 これに対し，被控訴人は，原審における経緯を踏まえると控訴人が上記のように

主張することは，自白の撤回に当たり，許されず，民訴法２条所定の信義誠実義務

にも反するとして，その適否を争う。 

 ⑵ 本件記録によれば，本件の審理の経過について，以下の事実が認められる。 

 ア 控訴人は，平成２９年３月１７日，弁護士Ａに委任して，ハリマ化成グルー

プ及び被控訴人を被告として，本件訴えを提起した。 

 イ 訴状における請求原因は，①ハリマ化成グループの役員が，本件契約の契約

当事者がハリマ化成グループであると控訴人を誤信させて，被控訴人との間の本件

契約を締結させ，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するから，ハリマ化成

グループは，会社法３５０条により６０００万円の損害を賠償すべき責任を負う（主

位的請求１），②ハリマ化成グループ及び被控訴人の従業員らが，前記役員と共謀し

て，控訴人の特許技術を詐取し，この行為が控訴人に対する不法行為を構成するか

ら，ハリマ化成グループ及び被控訴人は，民法７１５条により６０００万円の損害

を賠償すべき責任を負う（主位的請求２），③被控訴人は，本件契約に基づき，約定

の一時金４５００万円を支払う義務がある（予備的請求），というものであった。 

 ウ 控訴人は，平成２９年８月２８日の第１回弁論準備手続期日において，訴状

を陳述した後，上記イの主位的請求１及び同請求に係る主張を全て撤回した。 

 被控訴人及びハリマ化成グループは，同期日において，第１準備書面（平成２９

年８月４日付）を陳述し，被控訴人において本件一時金の支払を拒絶する理由が，
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①本件契約には本件契約第２５条所定の「条件」が付され，当該「条件」は停止条件

であり，これが成就していないとする停止条件の未成就，②本件契約第２１条に基

づく「本件特許権等の実施にあたる事業の中止」を理由とする本件契約の中途解約

及び③本件契約第２２条第１項に基づく本件契約の解除であることを主張した。 

 エ 控訴人は，平成２９年１０月３日付「訴えの取下書」をもって，ハリマ化成グ

ループに対する訴えを取り下げ，ハリマ化成グループは，同月１６日の第２回弁論

準備手続期日においてその取下げに同意した。また，控訴人は，同期日において，請

求原因の構成を検討する旨陳述した。 

 オ 控訴人は，第４回弁論準備手続期日（平成３０年２月１日）において，準備書

面３（平成２９年１２月７日付）を陳述し，請求原因を，①控訴人と被控訴人との間

で本件契約が成立していることを理由とする本件契約所定の本件一時金４５００万

円の支払請求（主位的請求），②本件特許権の核心的ノウハウを控訴人に提供させて

被控訴人が当該ノウハウを詐取したことが不法行為であるとする４５００万円の損

害賠償請求（予備的請求）に変更した。 

 カ 原審裁判所は，第６回弁論準備手続期日（平成３０年５月１５日）において，

これまでにおける当事者双方の主張を踏まえ，主張と争点を書面で整理するとした

上，同年６月１９日に「主張の骨子レベルの整理案」と題する書面を当事者双方に

提示した。 

 同書面では，「（明示的には主張のない内容も含むが，当事者の言わんとするとこ

ろを忖度すると，大きな構成として以下のように整理することで争点が明確になる

のではないか。検討されたい。大きな構成としてこれで良ければ，行為，対象等を特

定すると共に，争点ごとの主張・反論の詳細な内容の整理に進む。）」との前置きを

した上，当事者双方の主張が整理されており，このうち控訴人の主位的請求原因，

これに対する被控訴人の反論及び争点については，別紙「主張の骨子レベルの整理

案（抜粋）」のとおりとされた。 

 キ その後に開かれた弁論準備手続期日と口頭弁論期日において，控訴人は，最
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終準備書面（平成３１年３月１９日付）を含む３通の準備書面を陳述し，口頭弁論

は終結された。 

各準備書面での主位的請求原因についての主張の内容は，本件契約第２５条所定

の「条件」は停止条件であるところ，本件共同研究契約等が締結されなかったのは

被控訴人が本件一時金の支払を免れるために恣意的に本件共同研究契約等を締結し

なかったものであるから，停止条件である本件契約第２５条所定の「条件」は成就

したものとして本件共同研究契約等は締結されたものとみなされるべきであるとい

うものだけであり，前記「主張の骨子レベルの整理案」の内容に沿っている。 

ク 控訴人は，原審裁判所が「主張の骨子レベルの整理案」を提示する前には，本

件契約第２５条所定の「条件」は，その条件が単に債務者の意思のみに係る純粋随

意条件である旨主張していたが，法的効果を伴うものではない，当該「条件」が停止

条件でない，あるいは解除条件であるといった主張は一切しておらず，原審裁判所

から「主張の骨子レベルの整理案」を提示された後は，専ら前記キの主張をするに

至っている。 

 ケ 原判決は，「第４ 当裁判所の判断」「１ 争点１（被告が故意に本件契約第

２５条の停止条件の成就を妨げたか等）について」⑴の冒頭において，次のとおり

摘示している。 

「原告が主位的請求において請求しているのは，本件契約に基づく一時金の支払

であるところ，本件契約において，契約が成立してから６０日以内に，被告が原告

に一時金４５００万円を支払うと定められていること（第４条），本件契約では，共

同研究契約等の締結を条件とする旨規定されており（第２５条），これは停止条件を

定めたものであること，及び現在に至るまで共同研究契約等が締結されていないこ

とは，当事者間に争いがない。」 

⑶ 上記⑵の原審審理経過を踏まえれば，控訴人が当審において本件契約第２５

条にいう「条件」が法的効果を伴う停止条件であることを争い，また，仮に停止条件

を定めたものであるとしても，本件ではその条件が成就していると主張することは，
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成立した自白の撤回に当たり，控訴人において自白をしたことにつき錯誤があった

とも認められないから，その撤回は許されないというべきである。 

⑷ なお，念のため付言すると，本件契約は，法人を当事者とし，書面において双

方の意思表示がされている契約であるところ，本件契約第２５条の見出しとその文

言からすれば，これが法的効果を伴わないとか，解除条件であると解する余地はな

く，本件契約の効力の発生について停止条件を付すものであると解するほかないも

のである。 

２ 争点１（被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げたか）について 

⑴ 控訴人は，被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げたから，民法１３０条に

より，条件が成就したものとみなされると重ねて主張する。 

しかしながら，控訴人の主張を基礎付ける事実が認められないことは，原判決の

「事実及び理由」の第４の１（原判決１８頁５行目から４５頁１１行目まで）のと

おりであり，当審における主張立証を踏まえても，以上の認定判断を左右するに足

りるものはない。 

よって，被控訴人が故意に停止条件の成就を妨げたとはいえず，本件契約につき，

民法１３０条により，条件が成就したものとみなされることはない。 

⑵ 小括 

したがって，控訴人の主位的請求は理由がない。 

 ３ 争点４（被控訴人の詐欺による不法行為の成否）について 

 ⑴ 控訴人が主張する被控訴人の詐欺による不法行為の成立を基付ける事実は認

められない。 

その理由は，原判決の「事実及び理由」の第４の２（原判決４５頁１３行目から４

６頁２３行目まで）に記載されたとおりであるから，これを引用する。 

⑵ 小括 

したがって，控訴人の予備的請求は理由がない。 

 ４ 結論 
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以上の次第であるので，控訴人の本件各請求はいずれも理由がなく，これを棄却

した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文の

とおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第１部 

 

裁判長裁判官     高   部   眞 規 子 

 

 

裁判官     小   林   康   彦 

 

 

裁判官     関   根   澄   子 
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（別紙） 

主張の骨子レベルの整理案（抜粋） 

 

第２ 主位的請求の原因 

 １ 本件契約 

（略） 

 ２ 停止条件の成就 

 ⑴ 本件契約締結後，原告は，被告の求めに応じ，蛍光色素に関する技術に関す

る情報及びノウハウを被告に開示しており，本件共同研究契約等を締結するのに何

らの支障もなく，遅くとも平成２８年６月２０日までに，被告の意思表示があれば，

本件共同研究契約等を締結することは可能な状態となっていた。 

 ⑵ 被告が，本件共同研究契約等を締結することが出来なかった理由として主張

するところはいずれも理由がなく，被告は，本件一時金の支払いを免れるために，

恣意的に本件共同研究契約等を締結しなかったものである。 

 ⑶ 以上の経緯によれば，本件契約の適用において，信義則上，本件共同研究契

約等は，締結されたのと同視されるべきである（あるいは，被告が故意に本件共同

研究契約等の締結を妨げたものとして，停止条件が成就したとみなされるべきであ

る。）。 

 ３ 結語 

（略） 

第３ 主位的請求に対する被告の反論（骨子） 

 １ 本件契約の趣旨 

 被告は，蛍光色素に関する技術を生体（バイオセンサー）分野に応用した経験は

なく，原告から情報開示を受けなければ，被告との間で本件共同研究契約等を締結

し，協業化を図ることが可能か否かの判断をすることはできないことから，本件共

同研究契約等の締結を，本件契約の停止条件と定めた。 
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２ 本件共同契約等の可否 

本件契約後，原告から開示された情報によると以下の事実が判明し，被告は，蛍

光色素に関する事業の協業化，あるいは本件共同研究契約等の締結は困難と判断し

た。 

 ⑴ 原告が，その製品である「Ｆｌｕｏｌｉｄ」について，十分な情報を開示しな

い。 

 ⑵ 原告が第三者と共同で出願した未公開発明につき，被告に仮専用実施権を設

定することについて，第三者の同意が得られる見込みがないこと。 

 ⑶ 本件契約において，原告及び被告は，本契約期間中及び本契約期間終了後１

年間，本条に定められる共同研究と同一又は類似した研究を第三者と行ってはなら

ない旨定められているところ，被告は，本件契約後も複数の機関と共同研究を行っ

ており，被告からの照会に対してその内容を説明せず，関係を解消しようとしなか

ったこと。 

 ３ 結語 

以上の経緯から，被告が本件共同研究契約等を締結しなかったことには正当な理

由があり，本件共同研究契約等が締結されたと同視されあるいはみなされるべき理

由はないから，本件契約の停止条件は成就しておらず，原告は本件一時金の支払を

求めることができない。 

※ 被告は，原告が本件契約の他の条項を履行しないとして，解除，解約の主張

もしているが，その内容は，共同研究契約等を締結しなかったことは正当であると

する理由と基本的に重なるから，判断をここに集約するのが効率的ではないか。 

第４ 上記のように整理した場合の，主位的請求の争点 

被告が本件共同研究契約等を締結しなかったことに正当な理由がなく，停止条件

の成就があったものとして，原告に，本件一時金の請求権が発生していると認めら

れるか（契約不成立に正当な理由がないとする原告の主張と，正当な理由があると

る被告の主張とを，総合的に判断するものと思われる。）。 


